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東京万引き防止官民合同会議                 
関 係 業 界 ・ 団 体  各 位                 
 
                       警 視 庁 生 活 安 全 部 長               
 
   万引き防止対策「モデル店舗」の認定制度の構築と申請受付開始等について(通知) 
 
謹啓  
 時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 
  平素は、警察行政の各般にわたり深い御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、東京万引き官民合同会議では、「万引きをさせない店づくり」を推進するため、
モデル店舗認定基準を定め、「ソフト面(万引き防止対応マニュアル)」、「ハード面(防
犯環境設計基準)」、「地域の絆づくり（万引き防止連絡会との連携)」について、認定
委員会の審査により一定の基準を充たしている模範となる店舗に対し、東京万引き防止
官民合同会議により「モデル店舗」を認定することとなりました。  
 つきましては、関係業界・団体の事務局にありましては、貴台、傘下の団体より申請
の申出等がありました場合には、別添資料に従い申請の受付を行ってください。 
  なお、警視庁では、３月１日に報道各社に対し、「モデル店舗」認定制度について記
者発表を行います。関係業界・団体の皆様方においても本制度を広く知らしめ、「万引
きさせない店づくり」を推進するためにも、同日、本制度に関する広報を行っていただ
きたいと考えております。 
 今後も官民が協働・連携し、「万引きをしない させない」社会環境づくりを推進する
ためにも、皆様方による一層の御協力をお願いいたします。 
                                     謹白 

記 
１ 申請受付開始日 
  平成２４年３月１日（木） 
２ 申請の方法について 
  申請団体（関係業界・団体）が、別添「万引き防止対策「モデル店舗」申請書」を 

作成（別添「記載例」を参照）していただき、下記事務局宛に送付してください。 
  なお、送付方法は、郵送又はファックスでお願いします。 
３ 認定証の交付について 
  申請書を受け付けた後、認定委員会による審査を実施し、基準を満たした店舗へ認 

定証を交付します。 
  審査の開始時期は４月から、認定証交付は５月からを予定していますが、応募数等 

により時間を要する場合がありますので、御了承ください。 
４ その他 
 (1) 当庁で報道各社に広報予定の資料については、別添の「資料」のとおりですので、

参考にしてください。 
 (2) 「モデル店舗」認定の詳細については、３月６日に開催いたします第３回「万引  

き防止のための防犯責任者養成講座」において説明する予定です。 
 (3) 本件に関するお問合せ先 
   事務局 
    〒100-8929 東京都千代田区霞が関２－１－１ 
              警視庁生活安全総務課生活安全対策第二係（万引き対策） 
                      電話 ０３－３５８１－４３２１(内線３０２５４) 
                            FAX ０３－３５９７－１１３８ 



















 

万引き防止対策「モデル店舗」申請書 
 
                            平成  年  月  日 
 
 東京万引き防止官民合同会議 御中 
 
 
                                                 所 在 地     
 
                                      申請団体等   名  称                      
 
                                                   代表者名                  
 
                                                   連 絡 先     
                                                   (担当者) 
 
 次によりモデル店舗の認定を受けたく、申請いたします。 
 

記 
 
申請店舗の名称         

 
 

 
所在地（連絡先） 

 
                                        (                 )

 
防犯責任者氏名         

 
 

 
業 態 区 分         

 
 □大型複合店舗 □専門大・中店舗 □中小商店 □コンビニエンスストア                              

 
 申請理由 
 
 
 
 
 
 
「ソフト対策面」について 
 
 
 
 
 
「ハード対策面」について 
 
 
 
 
 
「地域の絆づくり」について 
 
 
 
 
 
 その他（申請店舗のＰＲ等） 
 
 
 
 





 

資料 

                                                                

万引き防止対策「モデル店舗」認定制度の構築と申請受付開始について 

 

 東京万引き防止官民合同会議では、「万引きさせない店づくり」の一環とし

て、ソフト面・ハード面・地域の絆づくりにおいて模範となる店舗を「モデル

店舗」と認定する制度を新たに構築しました。 

 東京万引き防止官民合同会議と万引き防止連絡会が連携し「認定委員会」を

構成し審査担当となり、モデル店舗を認定するものです。 

 認定制度には特典はありませんが、店全体のイメージアップや従業員の意識

高揚など、「モデル店舗」は安全で安心なお店づくりに役立つものです。 

 認定制度の概要と流れ、申請要領等については下記のとおりですのでお知ら

せします。 

 

１ 認定機関 

  東京万引き防止官民合同会議 

２ 認定対象店 

  東京都内において営業している店舗 

３ 認定の要領 

  万引き防止対策「モデル店舗」認定要領に基づいて、認定委員会が申請店 

舗においてソフト対策面・ハード対策面・地域の絆づくりについて審査を行 

いその結果、基準を満たしている店舗へ認定証を交付するものです。 

４ 申請の受付開始日 

  平成２４年３月１日（木）から 

５ 申請の方法 

  下記のいずれかの団体に申込みをしてください。 

  下記団体が「申請書」を作成して、東京万引き防止官民合同会議（事務局） 

へ申請することになります。 

 (1) 東京万引き防止官民合同会議の関係業界・団体 

 (2) 管轄する警察署設置の万引き防止連絡会（生活安全課） 

６ 申請手数料 

  本件認定制度に関する手数料等の費用は一切かかりません。 

７ その他 

認定証は「東京万引き防止合同会議」が申請団体へ交付し、申請団体か  

ら店舗責任者等へ授与されます。 

 






